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5月3日は、日本国憲法が制定された「憲法記念日」ということを知っている方は 

多いのですが、「5月 5日は、何の日ですか」と聞かれると答えられない大人もいま 

す。実は、5月 5日は1951年 5月 5日に「児童憲章」が制定された、児童憲章制定 

記念日なのです。この児童憲章は「福祉」の世界、とりわけ民生委員の会合などでは、 

会の始まる前に復唱するなど、あたり前のように扱われてきました。ところが「教育」 

の世界では、あまり扱われることがなかったように思います。 

現在、国会では、「こども基本法」の制定に向けて議論が進められています。どの 

ような法律ができるのでしょうか。そして、この法律が、私たちの「子ども観」にど 

のような変化をもたらすのでしょうか。さらに、「こどもの日」は、子ども基本法制 

定の日となるのでしょうか。興味は尽きません。いずれにしても、これから制定され 

るこの法律は、子どもにかかわる私たちのNPO法人教育活動総合サポートセンターの 

運営にも影響を及ぼすことは間違いありません。どのような法律になるのか注目していきたいと思います。 

   

 

 

 4月6日午前中サポートセンター宮ノ下で第1回研究部会が開催 

されました。 

今年度より、大きく変わったところは、2年間を研究期間とする 

ということです。とはいえ、中間報告は必要ではないかという意見 

も出され、1年目は冊子を作るなどして中間報告、2年目に本発表 

のようにしていくことが提案されました。それを踏まえて、今年度 

の計画、来年度の報告の内容を討議しました。 

本年度の研究としては、協議の中で「子どもたちの生の声を聴き 

たい。」「子どもたちのニーズを知りたい。」「コロナ禍の中で、 

『不登校』の意味があいまいになっている。」などの声が上がり、 

これまでのアンケートに内容を大切にして、継続して調査していく方向がまとまってきました。 

それに伴って、今年度の「不登校シンポジウム」や研究報告会の日程、内容、時期などのついてはこれから検討し

ていくことになりました。 

 4月13日（水）東小倉小学校にて、幸区子ども学習サ

ポートの第 1回スタッフミーテイングが開催されました。

この日は、担当部局の幸市民館長加藤るみ子氏や担当課

長補佐松本氏、高柳氏のほか、昨年度担当高橋氏にもご

参加いただきました。サポートセンターからは、堤、日

比谷、山田の3名が参加し、子ども学習サポートを支え

ていただいている8名のサポーターの方々とともに今年

度の支援の在り方を検討しました。 

 

児童憲章からこども基本法へ 

令和 4年度 第 1回研究部会開催 4月 6日（水） 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度 日本語支援東小倉 第 1回スタッフミーティング 

 



1122月月のの行行事事予予定定  

 

５５月月のの行行事事予予定定  

 

                  

 

 

 

 

 

   

 

＜事務局会の内容＞ 

議事１ 事業報告－海老沢事務局長 

（１）総務関係 

①3月、4月の主な事業について 

②4月、5月の行事予定 

 

（２）経理関係－飯田事務局次長 

 

（３）学習相談・研究関係 

 ・研究部会（齋藤主任） ・こどもサポート宮ノ下（保﨑副理事長） 

 ・こどもサポート南野川（前田主任） ・こどもサポート旭町（小島主任） 

 ・日本語支援東小倉（堤主任） ・学習支援川崎教室、学習支援幸教室（星野 

 主任） ・学習支援日吉教室（渡邉副理事長） ・寺子屋「上作延」（藤田 

主任）・寺子屋「さぎぬま」（平井主任） ・寺子屋「富士見っ子」（直井 

主任） ・寺子屋「ハッピータウン分教室」（保﨑副理事長）・楽しいキッ 

ズセミナー 年間計画（秋場主任） ・サイエンスキッズ報告、年間計画（鈴 

木事務局次長） 

  

（４）サポーター配置事業（松井副理事長） 

 

（５）指定管理関連事業（海老沢事務局長） 

 ・大山街道ふるさと館、川崎市教育会館 

 

議事2 

（１） 令和 4年度組織及び担当業務について 

（２） 令和 4年度理事会5月21日（土）午後 1時30分～中原市民館、 

通常総会 5月28日（土）午前10時～大山街道ふるさと館 

 

○連絡事項  ・令和4年度年間行事日程表、会議別日程・会場について 

       ・自主防災組織と任務について 

       ・国家公務員法の一部を改正する法律案の概要について 

       ・パワーハラスメント防止措置について 

       ・事業所TEL,アドレス一覧について                                                        

 

＜役員会の内容＞ 

 上記の事務局会の報

告を受け、役員の皆様

から下記のような質問

を受け、協議しました。 

・教育会館入札の件 

・理事会、総会の会場 

使用について 

（→後日、会場につ 

 いては、理事会は、

中原市民館、総会は大山街道ふるさと館に決定）・寺子屋の運営の件 ・常務理事の位置づけについて         

１ 日  

２ 月  

３ 火 憲法記念日 

4 水 みどりの日 

5 木 こどもの日 

6 金 学習支援幸・日吉教室 

7 土  

8 日  

9 月 事務局打合せ② 

10 火 学習支援川崎教室 

11 水 研究部会②日本語支援小倉 

学習支援幸・日吉教室 

12 木 学習支援川崎教室 

13 金 事務局会13時・役員会15時 

（教育会館） 

学習支援幸・日吉教室 

14 土 会計監査10：00～ 

寺子屋ハッピータウン分教室 

15 日  

16 月 学習相談部会② 

17 火 中原区保護者M①１０：００～

（中原区役所） 

学習支援川崎 

18 水 日本語支援東小倉 

学習支援幸・日吉教室 

19 木 臨任研連絡協議会① 

18：00～（総合教育センター） 

学習支援川崎教室 

20 金 学習支援幸・日吉教室 

21 土 理事会13：30～（中原市民館） 

22 日  

23 月  

24 水 学習支援川崎教室 

25 水 日本語支援東小倉 

学習支援幸・日吉教室 

26 木 学習支援川崎教室 

27 金 南野川学校担当者会 

学習支援幸・日吉教室 

28 土 通常総会１０：００～（大山街道ふ

るさと館） 

寺子屋ハッピータウン分教室 

29 日  

30 月 会計担当者会（教育会館） 

31 火 学習支援川崎教室 

第１回事務局会・役員会 
～4月 8日（金）川崎市教育会館にて～ 

 

 

 

 


